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申入活動終了のご通知 

 

 当団体は、貴社に対し、貴社が設定、運用をおこなう投資信託商品のうちの一部につい

て、交付目論見書における「為替ヘッジ」、「為替ヘッジ取引」、「為替ヘッジプレミア

ム」、「為替ヘッジコスト」等、「為替ヘッジ」及びそれに類する文言（以下、「為替ヘ

ッジ等」といいます）」につき、２０１２年１０月３０日付の申入書にて、記載の削除ま

たは別の表現への変更を申入れました。 

 その後、当団体は、貴社から、２０１２年１１月２８日付の申入書に対する回答を受領

いたしました。当団体にて、貴社の回答内容を検討した結果、一部認識に齟齬があるとは

いえ、結論においては、「為替ヘッジ等」の表示を修正する方針が示されていることから、

当団体の申入れの趣旨に沿った回答であるとの結論に至りました。当団体は、貴社の回答

を、消費者（投資家）保護を目的とした自発的な消費者志向の対応と評価しており、また、

自主規制機関である社団法人投資信託協会からは、２０１２年１２月１４日付で、当団体

の申入れの趣旨に沿った「交付目論見書の作成に関する規則」等の一部改正案が示された

ことも鑑み、今回の申入れ活動の目的は達せられたと考え、今回の申入れ活動を終了する

ことにいたしましたので、お知らせいたします。 



 

 

 なお、２０１３年１月１５日を基準日として、当団体が、貴社ウェブサイトを通じて今

回の申入れ対象商品の交付目論見書を入手し検討したところ、当団体の申入れの趣旨に沿

った表示の変更がなされたことを確認する事ができました。当団体の申入れに対する貴社

の誠実、真摯な対応に感謝いたします。今後も、貴社の消費者志向の取組みが継続してな

されることを期待しております。 

 

 なお、社団法人投資信託協会の自主規制ルールの改正動向等を踏まえて、表示の変更へ

の取組みが不十分であるとの結論に至った場合には、再度、貴社に対し、お問い合わせ、

申入れ等の対応をとらせていただくことがあることを付言いたします。 
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